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○草津市附属機関設置条例 【抜粋】 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１３８条の４

第３項に規定する附属機関および地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１

４条に規定する組織として設置する附属機関（以下これらを「附属機関」という。）

の設置等については、法律もしくはこれに基づく政令または他の条例に定めるものの

ほか、この条例に定めるところによる。 

（附属機関の設置およびその担任する事務） 

第２条 市は、市長の附属機関として別表第１の名称の欄に掲げる機関を置き、その担

任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

２ 市は、教育委員会の附属機関として別表第２の名称の欄に掲げる機関を置き、その

担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

３ 市は、水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」とい

う。）の附属機関として別表第３の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する事務

を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員の定数は、別表第１、別表第２および別表第３の定数の欄に掲

げるとおりとする。 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定または専門の事項について調査審議等をする

ため、当該附属機関の委員で構成する分科会、部会その他これらに類する組織を当該

附属機関に置くことができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当

該附属機関の属する執行機関および管理者が定める。 

付 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年６月３０日条例第２３号） 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

付 則（平成２５年１０月２４日条例第３２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２条第１項の規定により設置された草津市社会福祉施設整備審議委員

会は、改正後の第２条第１項の規定により設置する草津市社会福祉法人等審査会とな

り、同一性をもって存続するものとする。 

付 則（平成２５年１２月２５日条例第４２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２６年３月３１日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、第２７条ならびに次項お
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よび付則第３項の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年３月３１日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定、第２条に１項を

加える改正規定、第３条第１項および第４条の改正規定、別表第１草津市バリアフリ

ー基本構想策定協議会の項の次に １項を加える改正規定、別表第２草津市立小・中

学校校名等選定委員会の項の次に１項を加える改正規定ならびに別表第２の次に１

表を加える改正規定ならびに次項の規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２条第１項の規定により設置された草津市上下水道事業運営委員会は、

改正後の第２条第３項の規定により設置する草津市上下水道事業運営委員会となり、

同一性をもって存続するものとする。 

（草津市心身障害者福祉対策審議会条例の廃止） 

３ 草津市心身障害者福祉対策審議会条例（昭和５７年草津市条例第１０号）は、廃止

する。 

付 則（平成２６年３月３１日条例第１３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

付 則（平成２６年７月３日条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年３月３１日条例第１号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第１草津市立クリーン

センター更新整備総合評価技術審査会の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年３月３０日条例第３号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、別表１草津市改良住宅譲渡

審議会の項の次に１項を加える改正規定は、交付の日から施行する。 

   

別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係）【省略】 

別表第２（第２条第２項、第３条第１項関係）【抜粋】 

名称 担任事務 定数 

草津市中学校給食実

施方式等検討委員会 

中学校給食の実施方式についての調査審議に関す

る事務 

１０人以内 

別表第３（第２条第３項、第３条第１項関係）【省略】 

 


